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５７万人



鳥取ダルクの設立（2005年6月）

鳥取
ダルク



地域の機関・資源とのネットワーク

一般内科・精神科医療機関 専門福祉施設

（救護施設、マック、ダルクなど）

保護観察所

小規模

作業所 アルコール・薬物の 刑務所

専門医療機関

デイケア 警察・司法機関

自助グループ 行政 （保健所・

（断酒会、 AA、 NAなど） 精神保健福祉センターなど）



1998年11月～鳥取保健所で「アルコール家族教
室」を開始
1999年 4月～鳥取県「東部アルコールネット
ワーク研究会」発足（2月に1回）
2005年 6月 「鳥取ダルク」開設、県内各地にNA
発足
2007年 2月 「鳥取ダルクを見守る会」発足
2010年 4月～保健所のアルコール家族教室を
「アルコール・薬物家族教室」と改称
2010年 4月～鳥取県が「依存症対策推進モデ
ル事業」を開始
○「依存症対策推進委員会」開催
○11年度に依存症啓発リーフレット作成
2012年１月映画「酔いがさめたら、うちに帰ろう」
上映会（米子）
○「かかりつけ医に対する専門研修会」開催
2013年 3月 「鳥取アディクション連絡会」設立
2014年 6月 県議会「アルコール健康障害対策
基本法」への予算化決定
2014年10月第1回「アルコール健康障がい対策
検討委員会」開催
2015年 9月 「鳥取県アルコール健康障害対策会
議」開催
2016年 3月 「健康障害対策推進計画」策定

《依存症者に関する行政と連携した活動の歩み》



2014年度アルコール・薬物依存症支
援対策事業の主な実施状況（１）

１総合的な政策立案

◯「鳥取県地域依存症対策推進委員会」の開催（14.10.22）

医療機関、当事者団体、相談支援機関等で構成する委員会

２相談支援

（１）アルコール・薬物等家族教室（月１回）－東部保健所

（２）精神科医等による専門相談会（月１回）－東部保健所

（３）相談担当者研修会

①アルコール支援担当者研修会－年４回中部保健所

② 2014年度 自死対策相談窓口担当者連絡会－西部保健所



３普及啓発

①依存症啓発リーフレットを関係機関等に配布

②東部地区アルコール関連問題関係者ネットワーク研究会

（全６回中３回開催、１０６名参加）

・第2回アディクション研修会（7.4）■講演「アルコール健康障害
対策基本法について」講師：ASK代表今成知美氏、体験発表

③アルコール健康障害を考えるフォーラム（10.12）■講師：猪野
亜朗氏、断酒会員による体験発表

④飲酒健康教育（10.16） 高校３年生対象

⑤鳥取ダルクとの情報交換会（年４回）

⑥「アディクション・フォーラム in 鳥取」開催経費助成（50万円）

４回復支援

薬物依存症リハビリ施設（鳥取ダルク）に対する運営費支援

2014年度アルコール・薬物依存症支
援対策事業の主な実施状況（２）



鳥取県 全国に先駆けて計画づくりに着手

〇基本的な考え方
県のアルコール健康障害対策を進めるため、①アルコール健康障害の発
生予防、②進行予防、③再発防止の3段階の対策を講じる

〇計画期間等
2016年（H28）～2020（H32）年度の5年間
※毎年度、アルコール健康障害対策会議で計画の進捗状況をフォロー、必要に応じて見直し

〇内容（一部抜粋）

①発生（1次）予防 ②進行（2次）予防 ③再発（3次）予防
Ⅰ.普及啓発（学校向け及び一般 Ⅰ.産業医と精神科医との連携 Ⅰ.相談支援コーディネーター
県民向け） Ⅱ.精神科医とかかりつけ医等との の配置

Ⅱ.節度ある適度な飲酒を推進 連携～かかりつけ医研修会、 Ⅱ.医療現場での支援
する運動の実施 圏域でのネットワーク研究会 ～自助グループ等との連携

Ⅲ.保健指導における早期介入 Ⅲ.断酒会、AA等の活動支援
Ⅳ.相談支援機能の強化

早期策定に向け、今後取り組みを加速！
（鳥取県福祉保健部障がい福祉課作成スライドを引用、改変）



鳥取県のアルコール依存症の現状①

全国（H14）

80万人
うち、男性７２万人

女性 ８万人

全国（H24）

109万人
うち、男性９５万人

女性１４万人

鳥取県（H14）

3700人
うち、男性3300人

女性 400人

鳥取県（H24）

4900人
うち、男性4200人

女性 700人

✓ 初めて100万人を突破
✓ 女性は10年で２倍近くに急増

鳥取県（H25）

入院患者：64名
通院患者（自立支援医療）：455名

出展：全国数値は、「わが国の精神飲酒行動及びアルコール症に関する全国調査」、鳥取県数値は、全国数値に20歳以上男女の人口比率を乗じて算出

出展：入院患者数は精神保健福祉資料調査（基準日：平成25年6月30日）、通院患者は、自立支援医療（精神通院医療）対象者（基準日：平成26年3月末）

（推定）
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アルコール健康障害対策全国初の予算化

○事業名

○予算額
3,047千円

○内容
①啓発フォーラム 1,161千円

②啓発リーフレット 508千円
③新聞広報 951千円
④関係者委員会 293千円
⑤その他 134千円

平成２６年６月補正

（全国初）
○事業名

○予算額

8,720千円
（5,673千円増）
○内容
①啓発フォーラム 4,783千円

②啓発ＤＶＤ 3,238千円

③関係者会議 560千円

④一般診療科医の研修 139千円

平成27年当初

（増額）

アルコール健康障害に特化した取り組みがスタート！

アルコール健康障がい緊急対策事業アルコール健康障がい対策事業
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平成28年当初

（増額）
○事業名

○予算額

14,586千円

（5,866千円増）
○内容
①支援拠点の設置 7,186千円

②ネットワーク研究会 160千円

③啓発フォーラム 4,164千円

④かかりつけ医研修 2,158千円

⑤飲酒量低減プログラム

研修受講 384千円

⑥関係者会議 504千円

⑦その他 30千円

アルコール健康障害対策事業



拠点機関に期待すること
2016年8月20日 成瀬暢也氏 講演会より

１．依存症に対する偏見・誤解をなくすための

正しい情報の発信

２．相談・治療につながりやすくするための

有益な情報の発信

３．関係機関との連携強化と情報提供の促進

４．関係機関をエンパワーするための支援

５．拠点機関の活動成果の積極的な公表と

全国への「鳥取モデル」の発信



つまり・・・
• 医療機関にコーディネーターの役割を県から
賦与されたことにより、依存症患者・家族に対
する支援を理由に、各関係機関に働きかけら
れることが大きなメリットである。

• この働きかけが、県のお墨付きを得て行える
ことは、依存症治療・回復支援の底上げには
大きなチャンスである。

• 「依存症は病気であり、当たり前に関わること
で回復できること」を県内に広げられること、
つまり誤解と偏見をなくしていくことが重要！







節酒指導～ハームリダクション

１）飲酒量について確認し、情報を提供する
問題となる多量飲酒（６ドリンク以上）は、週５日以上または週
末ごとに多量の飲酒、女性ならば１日に３ドリンク以上の場合

２）アルコール関連問題は？
内科的臓器障害、うつ状態と睡眠障害、飲酒運転、就業中の
事故、欠勤、ＤＶや虐待などの家庭内問題

３）内科的な診察と検査（SBIRTS）
通院や入院の適応は？アルコール依存症であれば紹介を。

まず、問題が解決するまでの断酒ができなければ、依存症が
疑われる。⇒動機づけ面接法（Motivational Interviewing）を

☛鳥取県アルコール健康障害支援拠点機関 ホームページ



アルコールネットワーク等の地域
連携と支援拠点機関の役割

• アルコール健康障害対策には、精神科専門医だけではなく、
かかりつけ医をはじめ地域における保健・医療・福祉との連
携（ネットワーク）が重要です。

• ２０１６年度より、県内で「東部アルコールネットワーク研究
会」をモデルに、中部では「中部アルコール等健康障害対
策ネットワーク会議」、西部では「アルコール等健康障害対
策連絡会」を基盤とし、事務局となる各保健所がネットワー
クの充実に取り組んでいます。

• 各地域保健所で家族相談・家族教室を担当し、2次医療圏
ごとに依存症治療プログラムを用意した精神科医療機関が
保健所等と連携し、「アルコールネットワーク研究会」の定期
開催や事例検討会に参画していくことが望まれます。

• 支援拠点機関は精神保健福祉センターなどと協力しながら
連携の軸となります。



推進計画と地域の機関・資源とのネットワーク

家族相談・家族教室の開催

連携治療プログラムのある

アルコール医療機関
（県内2次医療圏ごとに存在）

アルコールネットワーク研究会
の定期開催・事例検討会

医師会・かかりつけ医・
精神科医療機関

自助グループ
（断酒会 AA NAなど）

行政（県庁障がい福祉課・精神保健
福祉センター・保健福祉事務所など）

刑務所

保護観察所

警察・司法機関

デイケア
作業所

包括支援センター

専門福祉施設
（救護施設、マック、ダルクなど）

アルコール健康障害普及啓発
相談員の育成・任命

アルコール健康障害支援拠点機関
（相談支援コーディネーターの配置）

依存症対応力向上研修会





「幸運の女神には前髪しかない」

「チャンスというものは自分に近づいて
くるそのときにすかさず掴み取らなけ
ればならない。通り過ぎてしまってから
慌てて捕まえようとしてももう手遅れな
のだ」

～「推進計画」をいかに進めていくか～
＜取り組みの具体的内容＞

◆「アルコール健康障害支援拠点」の設
置：「相談支援コーディネーター」を配置し
て相談対応、関係機関との連絡調整
◆進行予防（2次予防）◆再発予防
ア アルコール医療の推進と連携強化
〇精神科医とかかりつけ医及びかかりつ
け薬局の連携強化：「支援拠点」機関の助
言・介入・医療提供、東部・中部・西部医師
会による依存症対応力向上研修会等
イ 健康診断及び保健指導
〇アルコール健康障害の早期発見・介入
〇研修及び教育
オ 相談支援の充実
〇「支援拠点」機関による支援
カ 人材の確保等
〇「アルコール健康障害普及啓発相談員」
育成：当事者や民生委員・保護司等

http://www.h6.dion.ne.jp/~em-em/page249.html


2016年12月17日開催 講師：田辺 等氏
「アディクションの理解と集団療法の基本」研修会



障がい福祉課
ＮＰＯ法人鳥取県断酒会

鳥取県民生児童委員協議会
鳥取県保護司会連合会

①相談員推薦依頼

②相談員推薦

アルコール健康障害普及啓発相談員
（候補者）

③受講証明書送付

【研修実施機関／団体】
鳥取県アルコール健康障害
支援拠点機関
ＮＰＯ法人鳥取県断酒会
鳥取県東部・中部・西部医師会

④研修受講

⑤受講証明

⑥受講証明書提出
（３回目研修受講後、研修実施機関／団体が
回収し、障がい福祉課へ提出）⑦任 命

アルコール健康障害普及啓発相談員

【研修内容】（①～④のうち３つを受講、③必修）
①アルコール健康障害（依存症）と相談対応の概
要について②アルコール健康障害支援拠点機関
が実施する研修会③鳥取県断酒会の例会 ④か
かりつけ医等依存症対応力向上研修会

【業務内容】
アルコール健康障害に関する普及啓発を行うとともに、
日頃の相談業務の中で、アルコール健康障害でお困り
の方から相談を受けた際は、適切な情報提供及び助言
を行う。また、支援機関と連携して相談援助活動を行う。



まとめと方向性

西村荘一郎 作

松の枝に親子三匹の猿が戯れ
ている様子を描いた嵌木丸額
渡辺美術館所蔵

１．鳥取県では、2014年6月よりアルコー

ル健康障害対策の予算化を決定し、

2016年3月に「鳥取県アルコール健康障

害対策推進計画」を策定した。

２．渡辺病院は、鳥取県アルコール健康

障害支援拠点機関の指定を受け、各種

研修会（年に３回）、相談支援コーディ

ネーターによる出前講座等を取り組んだ。

３． 「相談支援コーディネーター」は看護、

PSWより編成し、分担して研修会や相談

支援業務に対応している。

４．アルコールネットワーク研究会・事例

検討会、そして県の東・中・西部地区で

の依存症対応力向上研修会開催への協

力を通し、かかりつけ医等と専門医療機

関との協力体制づくりを進めている。


